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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の車両乗員拘束システム用エアバッグであって、
　エアバッグ材料からなる少なくとも１つの第１及び第２の層（１１，１２）と、
　前記第１及び第２の層（１１，１２）の間に設けられ、車両乗員（２０）を保護するた
めに膨張可能な少なくとも１つの膨張可能なチャンバー（１８）と、
　前記第１及び第２の層（１１，１２）を各外周の部位に沿って互いに接続する第１の継
ぎ目（２）と、
　当該エアバッグ（１）の２つの層（１１，１２，１５，１６）を各外周の部位に沿って
互いに接続する第２の継ぎ目（３）と、を備え、
　前記第１及び第２の層（１１，１２）は、前記第１及び第２の継ぎ目（２，３）によっ
て互いに接続され、
　前記エアバッグ（１）が車両乗員（２０）と車両側構造部との間で展開されるように構
成され、
　前記エアバッグ（１）は、前記エアバッグ（１）が車両に装着されて膨張する際、前記
第１の継ぎ目（２）が車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に対して傾斜
或いは横切る第１の平面に沿って延在し、前記第２の継ぎ目（３）が前記第１の平面に傾
斜或いは横切って延在する第２の平面に沿って延在するように構成されているシートエア
バッグ又はドアエアバッグであり、
　前記第１の継ぎ目（２）が前記エアバッグ（１）の上部領域（１４）において延在し、
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前記第２の継ぎ目（３）が前記エアバッグ（１）の下部領域（１３）において延在し、前
記第１の継ぎ目（２）が前記上部領域（１４）の周辺継ぎ目であり、又は、前記第１の継
ぎ目（２）が前記エアバッグ（１）の下部領域（１３）において延在し、前記第２の継ぎ
目（３）が前記エアバッグ（１）の上部領域（１４）において延在し、前記第１の継ぎ目
（２）が前記エアバッグ（１）の下部領域の周辺継ぎ目であることを特徴とするエアバッ
グ。
【請求項２】
　請求項１に記載のエアバッグであって、
　前記エアバッグ（１）を、前記エアバッグ（１）を膨張させるためのガスジェネレータ
（４）に接続する固定手段を備え、前記固定手段は、前記第１の継ぎ目（２）又は前記第
２の継ぎ目（３）から所定距離を隔てて配置されており、前記第１又は第２の層（１１，
１２）における少なくとも１つの開口（１１１，１１２）を備えていることを特徴とする
エアバッグ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のエアバッグであって、
　前記エアバッグ（１）から周辺領域へガスが流出する流出開口（５）が、前記第１の継
ぎ目（２）又は前記第２の継ぎ目（３）から所定距離を隔てて配置されていることを特徴
とするエアバッグ。
【請求項４】
　車両の車両乗員拘束システム用エアバッグであって、
　エアバッグ材料からなる少なくとも１つの第１及び第２の層（１１，１２）と、
　前記第１及び第２の層（１１，１２）の間に設けられ、車両乗員（２０）を保護するた
めに膨張可能な少なくとも１つの膨張可能なチャンバー（１８）と、
　前記第１及び第２の層（１１，１２）を各外周の部位に沿って互いに接続する第１の継
ぎ目（２）と、
　当該エアバッグ（１）の２つの層（１１，１２，１５，１６）を各外周の部位に沿って
互いに接続する第２の継ぎ目（３）と、を備え、
　前記第１及び第２の層（１１，１２）は、前記第１及び第２の継ぎ目（２，３）によっ
て互いに接続され、
　前記エアバッグ（１）は膨張状態で延在主要面に沿って延在し、
　前記エアバッグ（１）は、サイドエアバッグとして形成され、前記第１の継ぎ目（２）
は、前記延在主要面に対して傾斜或いは横切る第１の平面に沿って延在し、前記第２の継
ぎ目（３）は、前記第１の平面に傾斜或いは横切って延在する第２の平面に沿って延在し
、
　前記第１の継ぎ目（２）が前記エアバッグ（１）の上部領域（１４）において延在し、
前記第２の継ぎ目（３）が前記エアバッグ（１）の下部領域（１３）において延在し、前
記第１の継ぎ目（２）が前記上部領域（１４）の周辺継ぎ目であり、又は、前記第１の継
ぎ目（２）が前記エアバッグ（１）の下部領域（１３）において延在し、前記第２の継ぎ
目（３）が前記エアバッグ（１）の上部領域（１４）において延在し、前記第１の継ぎ目
（２）が前記エアバッグ（１）の下部領域の周辺継ぎ目であることを特徴とするエアバッ
グ。
【請求項５】
　請求項４に記載のエアバッグであって、
　前記エアバッグ（１）が装着され膨張するとき、前記延在主要面は、車両の長手方向及
び高さ方向によって規定される平面に概ね平行に配置されることを特徴とするエアバッグ
。
【請求項６】
　請求項４に記載のエアバッグであって、
　前記エアバッグ（１）が装着され膨張するとき、前記延在主要面は、車両のステアリン
グホイール及び／又は車両の助手席ダッシュボード表面が延在する平面に概ね平行に配置
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されることを特徴とするエアバッグ。
【請求項７】
　請求項６に記載のエアバッグであって、
　前記エアバッグ（１）は、運転者用或いは助手席乗員用であることを特徴とするエアバ
ッグ。
【請求項８】
　請求項１から７のうちのいずれかに記載のエアバッグを備えた車両。
【請求項９】
　請求項８に記載の車両であって、
　前記エアバッグ（１）は、車両シートの内部又は表面に、或いは車両側構造部の内部又
は表面に配置されていることを特徴とする車両。
【請求項１０】
　請求項４～７のうちのいずれかに記載のエアバッグを備えた車両であって、
　前記エアバッグ（１）は、車両のステアリングホイール内に、或いは助手席ダッシュボ
ード内に配置されていることを特徴とする車両。
【請求項１１】
　エアバッグ材料からなる少なくとも１つの第１及び第２の層（１１，１２）が第１及び
第２の継ぎ目（２，３）により各外周の部位に沿って互いに接続されたエアバッグの製造
方法であって、
　前記第１及び第２の層は、前記エアバッグが車両に配置されたときに、シートエアバッ
グ又はドアエアバッグとしての前記エアバッグが車両乗員と車両側構造部との間に展開さ
れるように設けられ、
　前記第１の継ぎ目（２）が車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に傾斜
或いは横切る第１の平面に沿って延在し、前記第２の継ぎ目（３）が前記第１の平面に傾
斜或いは横切って延在する第２の平面に沿って延在し、
　前記第１の継ぎ目（２）が前記エアバッグ（１）の上部領域（１４）において延在し、
前記第２の継ぎ目（３）が前記エアバッグの下部領域（１３）において延在し、前記第１
の継ぎ目（２）が前記上部領域（１４）の周辺継ぎ目であり、又は、前記第１の継ぎ目（
２）が前記エアバッグ（１）の下部領域（１３）において延在し、前記第２の継ぎ目（３
）が前記エアバッグ（１）の上部領域（１４）において延在し、前記第１の継ぎ目（２）
が前記エアバッグ（１）の下部領域の周辺継ぎ目であることを特徴とする方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１にかかる、車両の車両乗員拘束システム用エアバッグ、請求項４に
かかるエアバッグ、また請求項１１にかかる車両乗員拘束システムの製造方法に関するも
のである。
【０００２】
　車両乗員拘束システムのエアバッグを、例えば繊維布であるエアバッグ材料からなる少
なくとも２つの層によって製造する点が公知である。これら２つの層はそれぞれの周縁に
沿って延在する継ぎ目によって互いに接続され、２つの層の間に少なくとも１つの膨張可
能なチャンバーが形成される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明によって解決される課題は、衝撃を極力減衰させることが可能な外形を有し、簡
単な方法で製造することが可能なエアバッグを提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　この課題は、請求項１にかかる特徴を有するエアバッグによって、請求項４にかかる特
徴を有するエアバッグによって、また請求項１１にかかる特徴を有する方法によって解決
される。本発明の改良が従属項に示されている。
【０００５】
　従って、車両乗員拘束システム用エアバッグは、エアバッグ材料からなる第１及び第２
の層と、前記第１及び第２の層の間に設けられ、車両乗員を保護するために膨張可能な少
なくとも１つの膨張可能なチャンバーと、前記第１及び第２の層を各外周の部位に沿って
互いに接続する少なくとも１つの継ぎ目と、を備え、当該エアバッグが車両乗員と車両側
構造部との間で展開されるように構成される。
【０００６】
　前記エアバッグは、当該エアバッグが車両に装着されて膨張されるとき、前記継ぎ目が
車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に対して傾斜或いは交差する平面に
沿って延在するように構成される。
【０００７】
　従って、継ぎ目は、２つの層（特に、少なくとも概ね合同のエアバッグブランク（未加
工材））を互いに接続する周縁継ぎ目として構成され、車両乗員を保護するための膨張可
能なチャンバーが、複数の層によって規定され、即ち２つの層の間に当該チャンバーが延
在する。特に、この継ぎ目は、２つのエアバッグ層の一部に沿って延在するのみならず、
各エアバッグ層の外周の全体に沿って延在することが可能であり、即ち継ぎ目を全面的に
設けることが可能であり、これにより当該継ぎ目が膨張可能なチャンバーを完全に取り囲
む。
【０００８】
　本発明によれば、エアバッグの継ぎ目は、車両に装着された従来のエアバッグの周縁継
ぎ目に傾斜或いは交差して延在し、（例えば、車両シートの表面又は内部に装着されたサ
イドエアバッグ、或いはカーテンエアバッグにおいて）車両の長手方向及び高さ方向によ
って規定される平面に当該継ぎ目が配置される。特に、継ぎ目が延在する平面は、車両の
長手方向及び高さ方向によって構成される平面に対して、車両の高さ方向と平行に延在す
る軸まわりに回転されているが、車両の長手方向と平行に延在する軸まわりには傾斜して
ない。換言すれば、車両の長手方向ではなく、特に車両の高さ方向が、継ぎ目が延在する
平面に対して平行に延在する。
【０００９】
　この継ぎ目の外形（「輪郭」ともいう）によって、特にキャッチストラップのような追
加の外形規定手段を用いることなく、エアバッグの外形を継ぎ目によって予め規定するこ
とができる。エアバッグは、通常、膨張状態においては周縁継ぎ目に沿って最も大きく拡
張するので、エアバッグの少なくとも一部の有効厚みを、周縁継ぎ目（即ち、第１及び第
２の層を互いに接続する継ぎ目）の位置によって予め規定することができる。
【００１０】
　車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面と交差して継ぎ目が配置されるた
め、例えば車両の長手方向に関するエアバッグの拡張を制限するために追加の手段を設け
ることなく、車両の交差方向についてエアバッグの有効厚みを大きくすることができる。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、継ぎ目は、車両のステアリングホイールのステアリングホ
イールリム、及び／又は車両の助手席ダッシュボード面が延在する平面に傾斜或いは交差
して延在し、ここではエアバッグが、例えば車両のステアリングホイール内に一体状に組
み込まれる。サイドエアバッグと同様に、ステアリングホイール又は助手席ダッシュボー
ドと保護される車両乗員との間の運転者用又は助手席乗員用のエアバッグの有効厚みを、
周縁継ぎ目の配置によって予め規定することができる。
【００１２】
　本発明の１つの態様では、エアバッグは、第１及び第２の層を互いに接続する第１の継
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ぎ目を含むのみならず、エアバッグの複数の層を各外周の部位に沿って同様に互いに接続
する少なくとも１つの別の継ぎ目を含む。特に第２の継ぎ目によって互いに接続される２
つの層も第１及び第２の層とされ、これにより第１及び第２の層は、各外周の第１の部位
に沿って第１の継ぎ目で互いに接続され、且つ各外周の第２の部位に沿って第２の継ぎ目
で互いに接続される。
【００１３】
　別の例では、第２の継ぎ目が一方では、第１及び第２の層とは異なり、且つ第１及び第
２の層から例えば所定距離を隔てて配置された２つの別の層に接続される。これに対して
、これら別の層をそれぞれ第１及び第２の層に接続することもできる。
【００１４】
　第１及び第２の層は、膨張エアバッグの外形を規定するために、特に互いに所定の角度
をなして配置される（当該層は、互いに傾斜又は交差して平面に沿って延在する）。エア
バッグ層を接続する第１及び第２の継ぎ目（或いは、そのような継ぎ目が２つ以上の場合
には、エアバッグ層を接続する全ての継ぎ目）がそれぞれ、例えば車両の長手方向及び高
さ方向によって規定される平面に傾斜或いは交差する平面に沿って延在することができる
。
【００１５】
　一方で、勿論、別の継ぎ目（或いは、更なる複数の継ぎ目の少なくとも１つ）が、従来
の方向、即ち車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面と平行に延在すること
もできる。
【００１６】
　例えば、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に傾斜或いは交差する（
或いは、車両のステアリングホイールのステアリングホイールリム、及び／又は車両の助
手席ダッシュボード面が延在する平面と交差する）第１の平面に沿って第１の継ぎ目が延
在し、また、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面と平行に延在する（或
いは、車両のステアリングホイールのステアリングホイールリム、及び／又は車両の助手
席ダッシュボード面が延在する平面と平行な）第２の面に沿って第２の継ぎ目が延在する
。
【００１７】
　本発明の別の改良例では、第１及び第２の層が第１チャンバーを規定し、また２つの別
の層がエアバッグの第２チャンバーを規定する。一方で、第１及び第２の層が２つの別の
層とともに、エアバッグの（個別の）チャンバーを規定することも考えられる。特に、第
２の継ぎ目によって互いに接続される層が別個の層ではなく、同様に第１及び第２の層で
あるとき、第１及び第２の層は、互いに傾斜或いは交差して配置された少なくとも２つの
継ぎ目（第１の継ぎ目と、少なくとも１つの第２の継ぎ目）によって互いに接続されるが
、それでも個別のチャンバーを形成する。
【００１８】
　互いに傾斜或いは交差して延在する継ぎ目によって、いわばエアバッグの捩じれが生じ
、このため、特に車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に傾斜或いは交差
して（或いは、車両のステアリングホイールのステアリングホイールリム、及び／又は車
両の助手席ダッシュボード面が延在する平面と傾斜或いは交差して）延在する継ぎ目に沿
ったエアバッグ外形は、残りのエアバッグに比べてより大きな有効厚みを有する。勿論、
（特に、運転席用エアバッグの場合に）エアバッグが、その周縁継ぎ目が前述のように傾
斜して配置された１つの膨張可能なチャンバーのみを含むこともできる。
【００１９】
　本発明の別の態様では、第１及び第２の層が一体状に折り畳まれる１つの材料片（蝶形
のバタフライ構造）として構成され、ここで材料片が互いに折り畳まれた部位は、それら
の外周（折り畳まれた縁部の外側）に沿って継ぎ目で互いに接続される。一方で、最初は
別体の材料片として構成された第１及び第２の層が、その後に継ぎ目によって互いに接続
されることも考えられる。勿論、エアバッグが、継ぎ目によって互いに接続される（例え
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ば、隣接する）２つ以上の層を有することもできる。
【００２０】
　特に、第１及び第２の層は、更なる別個のエアバッグ層を設けることなく膨張可能な複
数のチャンバーを規定することも可能であり、例えば第１及び第２の層の間に分離手段（
例えば、キャッチストラップ）が配置される。
【００２１】
　第１及び第２の層を互いに接続する継ぎ目は、特に縫合継ぎ目として構成される。一方
で、この継ぎ目を線形の接着接続によって構成することもできる。
【００２２】
　更に、本発明にかかるエアバッグは、当該エアバッグをエアバッグ膨張のためのガスジ
ェネレータと接続するための固定手段を含むことができ、当該固定手段が継ぎ目から所定
距離を隔てて配置される。特に、この固定手段は、第１又は第２の層における少なくとも
１つの開口によって構成され、ここでは当該開口は、例えばエアバッグにガスジェネレー
タを固定するための固定ボルトが当該開口を通じて延在できるように構成される。
【００２３】
　別の改良例によれば、エアバッグは、第１及び第２の層を互いに接続するための継ぎ目
から所定距離を隔てて配置された流出開口を含み、当該流出開口を通じてエアバッグから
周辺領域へとガスが流出可能となる。特に、この流出開口は、エアバッグ装着状態で、当
該流出開口が前方進行方向を向くように配置される。
【００２４】
　本発明にかかるエアバッグは、例えば当該エアバッグが車両シート内又は車両シート上
、或いは車両ドア内又は車両ドア上に配置されるサイドエアバッグの形態として構成され
、或いは特に車両のルーフレールに沿って配置され、且つ膨張状態で車両の長手面に沿っ
て延在するカーテンエアバッグの形態として構成される。
【００２５】
　第２の態様では、本発明は、エアバッグ材料からなる第１及び第２の層と、前記第１及
び第２の層の間に設けられ、車両乗員保護のために膨張可能な少なくとも１つのチャンバ
ーと、前記第１及び第２の層を各外周の部位に沿って互いに接続する少なくとも１つの継
ぎ目と、を備え、当該エアバッグが膨張状態で延在主要面に沿って延在するエアバッグに
関する。
【００２６】
　本発明によれば、継ぎ目は、延在主要面に傾斜又は交差する所定の平面に沿って延在す
る。
【００２７】
　従って、第１及び第２の層を接続する継ぎ目（周縁継ぎ目）は、従来のエアバッグの継
ぎ目ように、エアバッグの主動作方向と垂直な平面に沿っては延在せずに、エアバッグの
主動作方向に垂直でない平面に沿って延在する。エアバッグの「主動作方向」は、主にエ
アバッグの衝突エネルギーを吸収する方向であり、ここでは側面或いは前方の衝突時に、
車両乗員に対して最も大きな荷重動作が作用すると予測される方向と主動作方向が合致す
る。
【００２８】
　「主要延在方向」は、膨張エアバッグが最も大きく拡張する平面（方向）と解される。
特に、複数のチャンバーを有するエアバッグでは、主要延在面は、最も容量の大きいチャ
ンバーの最大拡張面によって規定される。例えば、サイドエアバッグ（シートエアバッグ
、ドアエアバッグ又はカーテンエアバッグ）の主要延在面は、少なくとも殆どが車両の長
手方向及び高さ方向によって規定される平面に沿って延在する。運転者用エアバッグの主
要延在面は、例えば車両のステアリングホイールのステアリングホイールリムに概ね平行
に延在する。
【００２９】
　本発明の別の態様によれば、エアバッグは主要展開方向に沿って展開し、ここでは第１
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及び第２の層を各外周の部位に沿って互いに接続する継ぎ目は、主要展開方向と垂直には
配置されない。エアバッグの「主要展開方向」は、エアバッグが展開の際のその拡張時に
最も大きく変化する方向であると解される。例えば、車両シートに配置されるサイドエア
バッグでは、その主要展開方向が、概ね前方進行方向を向くか、或いは車両シートのバッ
クレストに垂直となることができる。運転席用エアバッグでは、主要展開方向が、例えば
ステアリングホイールリムの平面に垂直となる。
【００３０】
　本発明は、車両乗員拘束装置を製造するための方法にも関し、その方法によれば、エア
バッグは、エアバッグ材料からなる第１及び第２の層を含み、当該層が少なくとも各（外
側の）周囲の部位に沿って継ぎ目で互いに接続されるように構成される。このエアバッグ
は、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に傾斜或いは交差する平面に沿
って継ぎ目が延在するように車両に配置される。
【００３１】
　特に、本発明は、所定のエアバッグを製造するための方法にも関し、この方法によれば
、エアバッグ材料からなる第１及び第２の層は、少なくとも各外周の部位に沿った継ぎ目
で互いに接続され、ここでは第１及び第２の層は、エアバッグを車両に装着する際に、エ
アバッグが車両乗員と車両側構成部との間で展開するように構成され、車両の長手方向及
び高さ方向によって規定される平面に傾斜或いは交差する平面に沿って継ぎ目が延在する
。
【００３２】
　従って、第１及び第２のエアバッグ層は、エアバッグを製造するために各外周に沿って
互いに接続される未加工材（ブランク）として構成される。当該未加工材は、（例えば、
サイドエアバッグの形態の）エアバッグが従来のエアバッグのように車両に配置される（
即ち、エアバッグが従来の継ぎ目の外形を有する）が、２つのエアバッグ層を互いに接続
する継ぎ目が、車両の長手方向及び高さ方向を規定する平面に対して、及び／又はエアバ
ッグの主要延在面に対して交差して延在するように（例えば、非合同状或いは非円形状に
）構成される。
【００３３】
　本発明は、図面が参照される典型的な実施形態によって以下に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、従来のエアバッグを示す図である。
【図２】図２は、本発明の第１の典型的な実施形態にかかるエアバッグを示す図である。
【図３】図３は、本発明の第２の典型的な実施形態にかかるエアバッグを示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の第３の典型的な実施形態にかかるエアバッグを各視点から
視た図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の第３の典型的な実施形態にかかるエアバッグを各視点から
視た図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の第３の典型的な実施形態にかかるエアバッグを各視点から
視た図である。
【図４Ｄ】図４Ｄは、本発明の第３の典型的な実施形態にかかるエアバッグを各視点から
視た図である。
【図５】図５は、本発明の第４の典型的な実施形態にかかるエアバッグの線図である。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の第４の典型的な実施形態にかかるエアバッグを各視点から
視た図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の第４の典型的な実施形態にかかるエアバッグを各視点から
視た図である。
【図７】図７は、本発明の第５の典型的な実施形態にかかるエアバッグの側面図である。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の第６の典型的な実施形態にかかるエアバッグを示す図であ
る。
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【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明の第６の典型的な実施形態にかかるエアバッグを示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１は、従来のサイドエアバッグ１に関するものであり、当該エアバッグは、図示され
ている膨張状態では、車両側構造部１０と保護される車両乗員２０との間に延在している
。車両乗員２０は、図示省略の車両シートに着座しており、ここではエアバッグ１が特に
、車両シート内に、或いは車両側構造部の車両ドア内に一体状に組み込まれる。
【００３６】
　この従来エアバッグ１は、第１のエアバッグ層１１及び第２のエアバッグ層１２を含み
、これら２つのエアバッグ層は、所定の周縁継ぎ目２によって互いに接続されており、こ
れによりこれら２つの層１１，１２の間に膨張可能なチャンバー（区画室）が形成される
。このエアバッグ１は、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される所定平面に沿っ
て、即ちエアバッグの動作方向に垂直で且つ主要延在面に平行に配置された所定平面に沿
って延在するように、車両に構成配置されている。
【００３７】
　周縁継ぎ目２のこの外形（「輪郭」ともいう）によれば、膨張エアバッグは、車両の長
軸方向に最も大きく拡張される。車両乗員と車両側構造部との間の、即ち車両を横切る方
向に沿ったエアバッグの有効厚みを増やすためには、車両の長手方向についてのエアバッ
グの拡張を制限するキャッチストラップ又はダート（図示省略）を設けることができ、こ
のため膨張エアバッグは車両を横切る方向についてより大きく拡張する。
【００３８】
　図２には、本発明にかかるエアバッグ１が図示されており、当該エアバッグは図１のエ
アバッグのように、２つのエアバッグ層１１，１２を備えており、これらエアバッグ層は
、各層の周縁部（外周の縁部）に沿って延在する周縁継ぎ目２によって互いに接続されて
いる。
【００３９】
　エアバッグが車両に装着された状態では、継ぎ目２は、図１に比べて、車両の長手方向
及び高さ方向によって規定される所定平面に沿って延在するのではなく、この所定平面に
対し角度αで傾斜して配置された平面に沿って延在している。図示の例では、継ぎ目２が
延在する平面は、ある意味では車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に対
して、車両の高さ方向に平行な軸まわりに角度αで回転されている。
【００４０】
　本発明は、勿論、従来の継ぎ目の外形（形状）に対して傾斜した継ぎ目の特定の配置に
限定されるものではなく、原則的には、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される
平面に対して傾斜した如何なる継ぎ目の外形も採用することができる。例えば、角度αを
０度から１８０度のうちの値に設定することができる。
【００４１】
　これに加えて、継ぎ目２が延在する平面が、従来の継ぎ目が延在する平面に、即ち車両
の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に延在するように構成することも可能で
あり、車両の高さ方向の軸まわりの回転に加えて或いは代えて、車両の長手方向と平行に
延在する軸まわりに、及び／又は車両を横切る方向と平行に延在する軸まわりに回転する
こともできる。
【００４２】
　更に、従来の継ぎ目の平面がそのまわりに回転されることとなる回転点（回転位置）を
、エアバッグの対称軸上に配置する必要はなく、その縁部或いはエアバッグの外部にも配
置可能であり、これにより本発明は、概して第１及び第２の層の間の接続継ぎ目を有する
エアバッグに関し、当該接続継ぎ目は、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される
平面に対して、何らの方法で傾斜或いは交差した平面に沿って延在する。
【００４３】
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　図３には、エアバッグの複数の層を互いに接続する１つの周縁継ぎ目よりも多くの周縁
継ぎ目を設けることも可能である点が示されており、ここでは複数の周縁継ぎ目を異なる
形態で配置することができる。図３の例では、エアバッグ１は、例えばエアバッグの膨張
可能なチャンバーを構成する下部領域１３と、例えばエアバッグの更なる別のチャンバー
を構成する上部領域１４を有する。一方で、上部及び下部領域１３，１４がエアバッグの
共通のチャンバーを構成することもできる。
【００４４】
　下部領域１３は、第１の周縁継ぎ目２に沿って互いに接続された第１及び第２の層１１
，１２によって構成されている。この周縁継ぎ目２は、従来エアバッグのように、車両の
長手方向及び高さ方向によって規定される平面に平行に延在している。
【００４５】
　エアバッグ１の上部領域１４は、第２の周縁継ぎ目３によって互いに接続された更なる
別の２つの層１５，１６によって構成されている。エアバッグ層１１及び１５がエアバッ
グ層１２及び１６と互いに一体状に構成されることも可能であり、即ちこれらの層が互い
に所定の連続した層を形成する。
【００４６】
　第２の周縁継ぎ目３は、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に対して
、従って第１の周縁継ぎ目２に対して、角度αで回転した平面に沿って延在しており、こ
れによりエアバッグの上部領域１４が、言うなれば下部のエアバッグ部１３に対して捩じ
られている。
【００４７】
　図１から図３に記載の原理を、類似の方法で、例えばカーテン式、運転席用（運転者用
）、助手席用、或いは膝用のエアバッグのような他の種類のエアバッグに適用することも
できる。
【００４８】
　図４Ａから図４Ｄには、本発明にかかるエアバッグ１を種々の視点から視た図が、図３
の原理に基づいて示されている。具体的には、図４Ａには、車両乗員２０と車両側構造部
１０との間に延在する膨張したサイドエアバッグ１の上部領域１４の断面構造が示されて
いる。図４Ｂには、エアバッグ１を車両前方から視た図が示されており、図４Ｃには、車
両側構造部１０から視た側面視が示されており、また図４Ｄには、エアバッグを上方から
視た図が示されている。
【００４９】
　エアバッグ１は、同様に下部領域１３を備えており、ここでは下部領域１３のエアバッ
グ層１１，１２は、第１の周縁継ぎ目２に沿って互いに接続されており、また上部領域１
４のエアバッグ層１５及び１６は、第２の周縁継ぎ目３に沿って互いに接続されている。
装着状態のエアバッグでは、上部領域１４は、車両のヘッドライナーに向かい（対向し）
、また特には、保護される車両乗員が着座する車両シートのバックレストに沿って延在し
ている。
【００５０】
　第１の周縁継ぎ目２は、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される所定平面に沿
って配置され、その一方で第２の周縁継ぎ目３は、車両の長手方向及び高さ方向によって
規定される平面に対して交差して延在する所定平面に沿って延在している。特に、第２の
周縁継ぎ目３は、車両シートのバックレストに概ね平行に位置する平面に沿って延在して
いる。
【００５１】
　図４Ａに示されるように、膨張可能な上部チャンバー１７は、上部領域１４のエアバッ
グ層１５及び１６によって規定され、当該エアバッグ層は、周縁継ぎ目３によって互いに
接続されている。上部チャンバー１７の領域には、ガスジェネレータ（「ガス発生器」と
もいう）４が配置されており、当該ガスジェネレータは、エアバッグ層１５の開口を通じ
て延在する取り付け固定ボルト（図示省略）によって、車両側構造部（特に、車両シート
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のバックレスト）に接続されている。
【００５２】
　更に、エアバッグの上部チャンバー１７の領域には、流出開口５が設けられており、ガ
スは当該流出開口を通じて上部チャンバーから周辺領域へと流出できる。
【００５３】
　流出開口５は、車両前方に対向して、従って周縁継ぎ目３から所定距離を隔ててエアバ
ッグ層１６に配置されている。
【００５４】
　エアバッグの上部領域１４、即ち上部チャンバー１７は、分離継ぎ目５によってエアバ
ッグの下部領域１３から分離されており、これにより第１の周縁継ぎ目２で互いに接続さ
れたエアバッグ層１１，１２によって、更なる別の下部チャンバー１８が規定されている
。第１及び第２の周縁継ぎ目２，３が異なる配置態様であるため、上部チャンバー１７が
下部チャンバー１８に対して回転されている。
【００５５】
　エアバッグ１の膨張状態では、周縁継ぎ目３の外形が車両の長手方向と交差する、即ち
エアバッグの動作方向の平面に沿って延在しているため、上部チャンバー１７は、車両の
長手方向及び高さ方向によって規定される所定平面に沿って周縁継ぎ目２が延在している
下部チャンバー１８よりも厚みが大きくなる。継ぎ目２の外形によれば、下部チャンバー
１８は車両の長手方向に最も大きく拡張する。
【００５６】
　エアバッグの上部領域１４を下部領域１３から分離する継ぎ目５が任意に設けられる。
エアバッグの上部及び下部領域が共通のチャンバーを構成することも考えられる。例えば
継ぎ目５を中断することによって形成されるオーバーフロー手段によって、上部チャンバ
ー１７が下部チャンバー１８と流通可能な状態で接続される構成が少なくとも考えられる
。
【００５７】
　エアバッグの上部領域がエアバッグの下部領域に対して回転される原理が図５に示され
ており、この図には相対的に回転された２つの継ぎ目２，３のみが示されている。
【００５８】
　図６Ａ及び６Ｂには、そのようなエアバッグにおける側面視及び上面視がそれぞれ示さ
れており、その下部領域１３には、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面
に対して交差する平面に沿って延在する第１の周縁継ぎ目２が設けられており、またその
上部領域１４には、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に沿って延在す
る第２の周縁継ぎ目３が設けられている。エアバッグの上部及び下部領域１３，１４は、
特に共通のチャンバーを形成している。
【００５９】
　図７は、本発明にかかる、別の典型的な実施形態のエアバッグ１に関するものである。
このエアバッグ１は、１つの外周の周縁継ぎ目２に沿って互いに接続された２つのエアバ
ッグ層１１，１２を備えており、これによりエアバッグの１つのチャンバーが２つのエア
バッグ層１１，１２及び周縁継ぎ目２によって規定されている。
【００６０】
　勿論、エアバッグ層１１，１２及び外周の周縁継ぎ目２が、エアバッグの複数のチャン
バーを規定することも考えられ、例えば２つの層１１，１２の間に、例えばストラップ又
はダートの形態の分離手段が設けられ、これにより２つのエアバッグ層１１，１２の間に
、膨張可能な複数のチャンバーが形成される。図７の実施例によれば、エアバッグ１の膨
張状態では、外周の周縁継ぎ目２は、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平
面と交差し、且つ保護される車両乗員が着座する車両シートのバックレストに平行な所定
平面に沿って延在する。
【００６１】
　図８Ａ及び８Ｂは、図７の典型的な実施形態の変更例に関するものであり、ここではエ
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アバッグを通じた部位が示されている。このエアバッグ１は、第１のエアバッグ層１１に
２つの開口１１１，１１２の形態の固定手段を備えており、当該固定手段は、エアバッグ
１をガスジェネレータ（図示省略）に接続するための機能を果たす。開口１１１，１１２
の領域では、例えばエアバッグ材料によって製造された補強層１１３が第１の層１１に接
続されている。
【００６２】
　図８Ａに示されるように、開口１１１，１１２は、エアバッグの装着状態に基づいた場
合、車両の高さ方向に関し一方が他方の上方に配置されている。一方でで、図８Ｂの実施
例では、開口１１１，１１２及び補強層１１３は回転され、即ち車両の高さ方向に傾斜し
て延在する軸に沿って配置されている。
【００６３】
　上述の種々の典型的な実施形態を構成する複数の要素は、互いに組み合わせて使用でき
ることは勿論であり、ガスジェネレータをその他の典型的な実施形態の複数の要素に固定
するのに、例えば図８Ａ及び８Ｂに示された構造を用いることもできる。
【００６４】
　本発明は、「車両の車両乗員拘束システム用エアバッグであって、エアバッグ材料から
なる少なくとも１つの第１及び第２の層（１１，１２）と、前記第１及び第２の層（１１
，１２）の間に設けられ、車両乗員（２０）を保護するために膨張可能な少なくとも１つ
の膨張可能なチャンバー（１８）と、前記第１及び第２の層（１１，１２）を各外周の部
位に沿って互いに接続する少なくとも１つの継ぎ目（２）とを備え、当該エアバッグが車
両乗員と車両側構造部との間で展開されるように構成され、前記エアバッグ（１）は、当
該エアバッグが車両に装着されて膨張する際、前記継ぎ目（２）が車両の長手方向及び高
さ方向によって規定される平面に対して傾斜或いは交差する平面に沿って延在するように
構成されていることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１に記載のエアバッグであって、当該エアバッグが装着され膨
張するとき、車両の高さ方向は、少なくとも前記継ぎ目（２）が延在する平面に概ね平行
に延在することを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様２）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１又は２に記載のエアバッグであって、前記継ぎ目（２）は、
前記第１及び第２の層（１１，１２）を各外周の部位に沿って互いに接続する第１の継ぎ
目であり、前記エアバッグ（１）は、当該エアバッグの２つの層（１１，１２，１５，１
６）を各外周の部位に沿って互いに接続する第２の継ぎ目（３）を含み、前記第１の継ぎ
目（２）が第１の平面に沿って延在し、前記第２の継ぎ目（３）が第２の平面に沿って延
在し、前記第２の平面が前記第１の平面に傾斜或いは交差して延在していることを特徴と
するエアバッグ。」という態様（態様３）を取り得る。
　また、本発明は、「態様３に記載のエアバッグであって、前記第２の継ぎ目（３）によ
って接続された２つの層が前記第１及び第２の層（１１，１２）であり、これにより前記
第１及び第２の層（１１，１２）は、各外周の部位のうち第１の部位沿いが前記第１の継
ぎ目（２）によって、また第２の部位沿いが前記第２の継ぎ目（３）によって、互いに接
続されていることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様４）を取り得る。
　また、本発明は、「態様４に記載のエアバッグであって、前記第２の継ぎ目（３）によ
って接続された２つの層は、前記第１及び第２の層とは別のエアバッグ層（１５，１６）
であることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様５）を取り得る。
　また、本発明は、「態様３から５のうちのいずれかに記載のエアバッグであって、前記
第１及び第２の層（１１，１２）が第１の膨張可能なチャンバー（１８）を規定し、前記
第２の継ぎ目（３）によって互いに接続された２つの層（１５，１６）がエアバッグの第
２のチャンバー（１７）を規定していることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態
様６）を取り得る。
　また、本発明は、「態様３から５のうちのいずれかに記載のエアバッグであって、前記
第１及び第２の層（１１，１２）と、前記第２の継ぎ目（３）によって互いに接続された
前記２つの層（１５，１６）は、連携してエアバッグの独立したチャンバーを規定してい
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ることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様７）を取り得る。
　また、本発明は、「態様３から７のうちのいずれかに記載のエアバッグであって、車両
の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に対し、前記第１の面が交差し、前記第
２の面が平行に延在していることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様８）を取
り得る。
　また、本発明は、「態様１から５のうちのいずれかに記載のエアバッグであって、前記
第１及び第２の層（１１，１２）は、膨張可能な複数のチャンバーを規定していることを
特徴とするエアバッグ。」という態様（態様９）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１から９のうちのいずれかに記載のエアバッグであって、前記
第１及び第２の層（１１，１２）は、一体状に折り畳まれる材料片によって構成されてい
ることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１０）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１又は２に記載のエアバッグであって、前記継ぎ目（２）は、
前記第１及び第２の層（１１，１２）のそれぞれの全周に沿って延在していることを特徴
とするエアバッグ。」という態様（態様１１）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１から１１のうちのいずれかに記載のエアバッグであって、エ
アバッグ（１）を、当該エアバッグを膨張させるためのガスジェネレータ（４）に接続す
る固定手段を備え、前記固定手段が前記継ぎ目（２）から所定距離を隔てて配置されてい
ることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１２）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１２に記載のエアバッグであって、前記固定手段は、前記第１
又は第２の層（１１，１２）における少なくとも１つの開口（１１１，１１２）を備えて
いることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１３）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１から１３のうちのいずれかに記載のエアバッグであって、前
記エアバッグ（１）から周辺領域へガスが流出する流出開口（５）が、前記継ぎ目（２）
から所定距離を隔てて配置されていることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様
１４）を取り得る。
　また、本発明は、「特に態様１から１４のうちのいずれかに記載の、車両の車両乗員拘
束システム用エアバッグであって、エアバッグ材料からなる少なくとも１つの第１及び第
２の層（１１，１２）と、前記第１及び第２の層（１１，１２）の間に設けられ、車両乗
員（２０）を保護するために膨張可能な少なくとも１つの膨張可能なチャンバー（１８）
と、前記第１及び第２の層（１１，１２）を各外周の部位に沿って互いに接続する少なく
とも１つの継ぎ目（２）とを備え、当該エアバッグは膨張状態で延在主要面に沿って延在
し、前記継ぎ目（２）は、前記延在主要面に対して傾斜或いは交差する平面に沿って延在
していることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１５）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１５に記載のエアバッグであって、前記エアバッグが装着され
膨張するとき、前記延在主要面は、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面
に概ね平行に配置されることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１６）を取り
得る。
　また、本発明は、「態様１６に記載のエアバッグであって、当該エアバッグは、車両の
車両シートに隣接して配置されるサイドエアバッグ、或いはカーテンエアバッグであるこ
とを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１７）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１５に記載のエアバッグであって、前記エアバッグが装着され
膨張するとき、前記延在主要面は、車両のステアリングホイール及び／又は車両の助手席
ダッシュボード表面が延在する平面に概ね平行に配置されることを特徴とするエアバッグ
。」という態様（態様１８）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１８に記載のエアバッグであって、前記エアバッグは、運転者
用或いは助手席乗員用であることを特徴とするエアバッグ。」という態様（態様１９）を
取り得る。
　また、本発明は、「態様１から１９のうちのいずれかに記載のエアバッグを備えた車両
。」という態様（態様２０）を取り得る。
　また、本発明は、「態様２０に記載の車両であって、前記エアバッグ（１）は、車両シ
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とする車両。」という態様（態様２１）を取り得る。
　また、本発明は、「態様１５に係る態様２０に記載の車両であって、前記エアバッグ（
１）は、車両のステアリングホイール内に、或いは助手席ダッシュボード内に配置されて
いることを特徴とする車両。」という態様（態様２２）を取り得る。
　また、本発明は、「エアバッグ材料からなる第１及び第２の層（１１，１２）が継ぎ目
（２）により少なくとも各外周の部位に沿って互いに接続されたエアバッグの製造方法で
あって、前記第１及び第２の層は、前記エアバッグが車両に配置されたときに当該エアバ
ッグが車両乗員と車両側構造部との間に展開されるように設けられ、前記継ぎ目（２）は
、車両の長手方向及び高さ方向によって規定される平面に傾斜或いは交差する平面に沿っ
て延在することを特徴とする方法。」という態様（態様２３）を取り得る。
【符号の説明】
【００６５】
　１　サイドエアバッグ
　２，３　継ぎ目
　４　ガスジェネレータ
　５　流出開口
　１０　車両側構造部
　１１　第１の層
　１２　第２の層
　１３　下部領域
　１４　上部領域
　１５，１６　別の層
　１７　上部チャンバー
　１８　下部チャンバー
　２０　車両乗員
　１１１，１１２　開口
　１１３　補強層
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